
令和７年度  シルバー人材センター就業体験講習

児 童 見 守 り

お 仕 事 体 験 会 受講料
無料

シルバー人材センターを知ろう！！
◯地域社会に貢献するシルバー人材センターのお仕事とは

◯立川市シルバー人材センターで行う児童見守り業務とは

体験・実習
◯交通誘導や児童支援のお仕事体験談（シルバー人材センター関係者）

◯登下校誘導実習（立川警察署員）

 03-5211-2326 またはWEB
公益財団法人 東京しごと財団  総合支援部  シルバー人材センター課シルバー講習担当係

●受付 平日(土日祝日除く) 9:00～17:00 ※講習名・氏名・電話番号をお伝えください。

［主催］公益財団法人 東京しごと財団（東京都シルバー人材センター連合）
［共催］公益社団法人立川市シルバー人材センター

あなたの地域の子供を守ろう！ あなたも参加してみませんか？

会 場

講習内容

立川市在住、原則60歳以上（令和8年3月31日時点）で
シルバー人材センター未入会の方

申込方法

東京しごとセンター多摩 7階講堂（裏面地図参照）
時 間 13：30-15：30

第 1部 第 2 部 

令和8年

2/10

交通ルールを学んで

子どもたちを見守りましょう
（立川警察署員による講義あり）

火

WEB申込
こちら↓定 員 20名 （電話またはWEBにて予約／先着順）

対 象



シルバー人材センター会

員の皆様向け各種技術・

技能講習を実施していま

す。入会後も安心して働

くことができます。

詳しく知りたい方は…

東京都シルバー人材センター連合

https://www.tokyosilver.jp

検 索

会場への行き方

所在地

東京都立川市柴崎町3-9-2

東京しごとセンター多摩

７階講堂

交通案内

・JR「立川」駅 南出口 徒歩４分

・多摩都市モノレール

「立川南」駅 出口１ 徒歩1分

②仕事の依頼

会員

原則60歳以上の 

働く意欲のある方

お客様

企業・ご家庭・ 

公共団体など

シルバー人材センターでの働き方

シルバー

人材センター

原則区市町村ごとに設置

シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、原則として区市

町村ごとに設置されています。企業や家庭、公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を引き受け

シルバー人材センターの会員に仕事を提供しています。

現在東京都には５８のセンターがあり、約８万人の会員が身近な地域で元気に活躍しています。

※請負契約の場合です。労働者派遣事業を行っているセンターもあります
。

シルバー人材センターとは

⑥配分金

④仕事の完了 ③仕事の遂行

⑤契約金のお支払い

①仕事の発注

①当日の受付時間は、講習開始時間の３0 分前からです。

②会場へは公共交通機関のご利用をお願いします。

③持ち物：水分補給用の飲み物、筆記用具

④事情により、延期、中止となることがありますのでご了承ください。中止の際は下記ホーム

ページにてお知らせいたします。

⑤ご都合が悪くなり欠席される場合は、事前にお電話にてご連絡ください。

※体験講習は、働き方の一つとしてシルバー人材センターを知っていただくためのものであり、お仕事の紹介、シルバー人材センターへの入会、入会後の

就業を保証するものではありません。

※お申込み時にご提供いただいた個人情報は、受付・緊急時の連絡、実施後の調査にのみ使用し、その他の目的には使用しません。詳細については、

下記東京都シルバー人材センター連合ホームページのプライバシーポリシーをご参照ください。

※本講習後の働き方等についての調査にご協力をお願いする場合がございます。

※出席証明等の発行はいたしておりません。

当日の持ち物・注意点
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